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議  長  名 

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。 

記 

現在、我が国において、結婚に際して女性の約95パーセントが改姓する中、

女性の社会進出が進むにつれて家族の在り方が多様化していることを背景に、

経済界及び若者世代を中心として、夫婦が望む場合には結婚後もそれぞれ結婚

前の氏を称することを認める制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の実現を求め

る声が高まっている。 

また、国連女性差別撤廃委員会は、本年10月、女子差別撤廃条約の締約国に

おいて条約の履行状況を審査した結果、夫婦同氏を義務付ける民法の規定を見

直し、選択的夫婦別姓を導入するよう、日本に対して４度目となる勧告を出し

たところである。 

政府は、女性活躍の推進等の観点から、旧姓の通称使用拡大に向けて取り組

んでいるが、日常生活・職業生活において、海外渡航時のトラブル、キャリア

の断絶等の不便・不利益が発生しており、通称使用で解決できる課題には限界

があることから、社会の実態に即した法整備を進める必要がある。 

よって、本県議会は、国会及び政府において、国内の実情及び国際社会の動

向を踏まえ、個人の選択に寛容な社会を確立し、ジェンダー平等を実現するた

め、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要請する。 

あ て 


